
建築基準法施行規則第３条の２の規定による軽微な変更に係る取扱いについて 

 

鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課 

平成２６年３月３１日 

 

 建築基準法（以下「法」という。）第６条第１項後段の規定による計画変更における軽微な変更

に係る取扱いは、建築基準法施行規則（以下「規則」という。）第３条の２の規定によるものの他

下記のとおりとする。 

 

記 

 

１ 基本的な考え方 

「軽微な変更」の対象となるのは、「一の変更」ごとに、規則第３条の２第１項から第４

項のいずれかに該当し、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明ら

かなものとする。 

〔解説〕 

 規則改正により、平成２２年６月１日から「軽微な変更」の取り扱いが変わりました。 

 従来は、変更内容が複数の事項に該当する場合、その全てにおいて危険の度が高くならない

ものに限り「軽微な変更」としていましたが、改正後は、「一の変更」（※１）ごとに、規則第

３条の２第１項第１号から第１５号まで（建築設備は規則第２項第１号及び第２号、工作物は

規則第３項第１号から第５号若しくは第４項第１号及び第２号）のいずれかに該当し、変更後

の計画が「建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」（※２）であれば、計画変更確認

申請を要しない「軽微な変更」として取り扱うことになりました。 

※１「一の変更」 

 軽微な変更は、一体性のある「一の変更」の単位ごとに判断されると考えられます。 

 例えば間仕切壁の位置の変更に伴い、当該間仕切壁に設置されている建築設備の位置

が変更される場合は、一体性があることから、間仕切壁の位置の変更と建築設備の位置

の変更を併せて「一の変更」となると考えられます。 

※２「建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」 

 建築基準関係規定に適合することが明らかなものとは、以下のような「高度な計算や

検討」によらずに建築基準関係規定への適合が確認できるものとなります。 

・構造耐力関係では、全体架構モデルの再計算を要するもの 

・防火・避難規定では、避難安全検証法や耐火性能検証法の再検討を要するもの 

・集団規定では、日影図による再検討や天空率の再検討を要するもの 

 このような計算や検討をしなければ建築基準関係規定に適合することが明らかでない

場合には、軽微な変更ではなく計画変更の対象となります。 

 例えば、建築面積、床面積、建物高さ及び階数の減、あるいは室の用途、材料の変更

等が、規則第３条の２第１項第１号から第１５号までのいずれかに該当する場合でも、

構造計算への影響について、全体架構モデル再計算により建築基準関係規定に適合する

ことを明らかにした場合には軽微な変更になりません（ただし、全体架構モデル計算を

行うことなく適合していることを明らかにした上で、設計者が自らの判断で全体架構モ

デル計算を行い確認することは差し支えありません）。 



２ 軽微な変更の具体的な判断基準 

「軽微な変更」の具体的な判断基準は、規則第３条の２、「建築確認手続き等の運用改善

マニュアル」（一般社団法人新・建築士制度普及協会発行）の軽微な変更の適用事例又は「建

築確認手続き等の運用改善（第二弾）及び規制改革等の要請への対応についての解説」（平

成２３年５月国土交通省）の軽微な変更の対象となる具体事例の他別表１によるものとす

る。 

〔解説〕 

（１）軽微な変更の具体的な判断基準は、 

ア 規則第３条の２によるもの 

イ 「建築確認手続き等の運用改善マニュアル「一般建築物用」」（一般社団法人新・建築士

制度普及協会発行）の軽微な変更の適用事例（P27～P31） 

ウ 「建築確認手続き等の運用改善マニュアル「小規模建築物用（木造住宅等）」」（一般社団

法人新・建築士制度普及協会発行）の軽微な変更の適用事例（P17～P18） 

エ 「建築確認手続き等の運用改善（第二弾）及び規制改革等の要請への対応についての解

説」（平成２３年５月国土交通省）の軽微な変更の対象となる具体事例（P59～P63） 

オ 別表１ 

 によるものとします。上記イ及ウについては一般社団法人新・建築士制度普及協会のホー

ムページに、上記エについては国土交通省のホームページに紹介されていますので、そちら

もご参照ください。 

（２）（１）のイ及びウの適用事例並びにエの具体事例はあくまでも例示であり、工事の現場にお

いては様々な軽微な変更が発生します。実際の運用においては、工事監理者等が上記（１）

の「軽微な変更の具体的な判断基準」に該当するか否かを確認の上、確認が困難な場合及び

疑義が生じる場合は建築確認を受けた窓口で相談・調整を行ってください。 

 なお、建築基準法令の規定等に違反した建築物については、法第９条に基づく是正、除却、

使用中止等の命令等の対象となりますので注意してください。 

 

３ 設計上及び施工管理上許容される微少な施工誤差等による変更 

設計上及び施工管理上許容される微少な施工誤差、測量誤差等については、計画変更に

該当しないものとする。なお、判断にあたっては、別表２を参考に上記の１から２までを

準用するものとする。 

〔解説〕 

 設計上及び施工管理上許容される微少な施工誤差、測量誤差等については、計画変更に該当

しないため、規則第３条の２に基づく軽微な変更の判断は要しませんが、建築基準関係規定に

適合することが明らかであることを示す必要があります。 

 なお、「高度な計算や検討」によらずに建築基準関係規定への適合の確認ができなければ、計

画変更の対象となります。判断にあたっては、別表２を参考に、上記の２の（１）及び（２）

を準用してください。 

 

４ 変更の手続きを要しないもの 

以下に掲げるものにあっては変更の手続きを要しないものとする。 

① 建築基準関係規定に関わらない変更 

② 建築基準法施行令第 10条に基づき確認の特例を受ける条文に係る部分の変更 

 



５ 軽微な変更の運用 

「軽微な変更」に該当するか否かの相談・協議は、変更事項の工事着手前に建築確認を

受けた窓口で「計画変更協議書」により行うものとする。 

なお、建築確認を受けた窓口と相談・協議した結果、「軽微な変更」に該当した場合、

中間検査申請書、完了検査申請書に協議結果（「計画変更協議書」の副本の写し）を添付

するものとする。 

〔解説〕 

 「軽微な変更」に該当するか否かの判断は、変更事項の工事着手前に建築確認を受けた窓口

で「計画変更協議書」（別記様式第１号）により事前に相談・協議する必要があります。 

 建築確認を受けた窓口で相談・協議した結果、「軽微な変更」に該当した場合、中間検査申請

書、完了検査申請書に「計画変更協議書」（別記様式第１号）の副本の写しを添付してください。 

 相談・協議しないまま中間検査申請書又は工事完了検査申請書に「計画変更協議書」（別記様

式第１号）を添付されると、内容によっては「軽微な変更」に明らかに該当するかどうかの判

断に相当の時間を要することも想定され、中間検査合格証や検査済証の交付が保留もしくは、

交付できなくなる可能性があります。中間検査合格証や検査済証が交付されないと、特定工程

後の工程に係る工事や建築物の使用ができません。したがって、変更が決定又は発生する段階

で、速やかに相談・協議してください。 

 なお、「計画変更協議書」（別記様式第１号）には「軽微な変更」の内容・位置の確認できる

図面、資料を添付してください。 

 

６ 計画変更に該当する場合について 

計画変更確認申請に係る手数料は別添１の「計画変更確認申請手数料算定指針」により

床面積を算出し、計画変更確認申請書に別紙３の「計画変更床面積算定表」を添付するも

のとする。 

〔解説〕 

 計画変更確認申請に係る手数料に関する書類として別添１の「計画変更確認申請手数料算

定指針」に基づき床面積を算出し、別紙３の「計画変更床面積算定表」に変更事項、床面積、

計画変更手数料等を記入の上、当該申請書に添付してください。 



○別表１ 規則第３条の２に規定する軽微な変更の判断について 

 「一の変更」ごとに下表により判断する。 

項 及 び

号 の 番

号 

規則第３条の２ 

に規定する 

軽微な変更項目 

明らかに軽微な変更

と判断できるもの 
左記以外で軽微な変更と判断するもの 

１－１ 敷地に接する道路の

幅員 

幅員が広くなるもの 幅員が測量の微少な誤差により狭くなる場合で、変

更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明

らかなもの 

敷地が道路に接する

部分の長さ 

― 長くなる又は短くなる場合で、変更後の計画が建築

基準関係規定に適合することが明らかなもの 

１－２ 敷地面積が増加する

場合の敷地面積、敷

地境界線の位置 

― 変更後の敷地境界線で囲まれた部分が変更前を包含

して増加する又は測量の微少な誤差により減少する

場合で、変更後の計画が建築基準関係規定に適合す

ることが明らかなもの 

１－３ 建築物の高さ ― 低くなる又は施工上の微少な誤差により高くなる場

合で、変更後の計画が建築基準関係規定に適合する

ことが明らかなもの 

１－４ 階数 ― 減少する場合で、変更後の計画が建築基準関係規定

に適合することが明らかなもの 

１－５ 建築面積 ― 減少し、変更後の計画が建築基準関係規定に適合す

ることが明らかなもの 

１－６ 床面積 ― 減少し、変更後の計画が建築基準関係規定に適合す

ることが明らかなもの 

１－７ 用途の変更 ― 令第１３７条の１７で指定する類似の用途相互間に

おけるもの 

１－８ 構造耐力上主要な部

分である基礎ぐい、

間柱、床版、屋根版

又は横架材（小ばり

その他これらに類す

るものに限る）の位

置の変更 

確認申請時に予め検

討がされており、変更

がその範囲内である

場合 

変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応

力度の変更がなく（微少な変動含む）、変更に係る部

材及び当該部材に接する部材が令８２条各号に規定

する構造計算によって確かめられる安全性を有する

もので、変更後の計画が建築基準関係規定に適合す

ることが明らかなもの 

１－９ 構造耐力上主要な部

分である部材の材料

又は構造の変更 

― 建築材料に変更がないこと、強度または耐力が減少

しないこと（微少な変動含む）及び施行規則第３条

の２第１項第１１号の表に定める変更であることが

確認できるもので、変更後の計画が建築基準関係規

定に適合することが明らかなもの 



１－10 構造耐力上主要な部

分以外の部分である

屋根ふき材、内装材、

外装材、帳壁その他

これらに類する建築

物の部分、広告塔、

装飾塔その他建築物

の屋外に取り付ける

もの若しくは当該取

り付け部分、壁又は

手すり若しくは手す

り壁の材料若しくは

構造の変更又は位置

の変更 

施行規則第３条の２

第１項第１１号の表

に定める材料、構造の

変更のみで、位置の変

更がない場合 

位置の変更に係るもので、変更後の計画が建築基準

関係規定に適合することが明らかなもの 

１－11 施行規則第３条の２

第１項第 11 号に定

める材料または構造 

施行規則第3条の2第

1 項第 11 号に定める

材料又は構造の変更 

― 

１－12 井戸の位置 施行規則第３条の２

第１項第１２号二定

める変更 

― 

１－13 開口部の位置及び大

きさ 

変更後が変更前を包

含するもの（耐力壁に

かかるものは除く） 

変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが

明らかなもの（１３号イ～ニに掲げるものを除く） 

１－14 天井の高さ 天井の高さの変更（施

行令第２１条に抵触

しないことを確認す

る場合に限る） 

変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが

明らかなもの 

１－15 建築設備の材料、位

置又は能力 

能力が低下しないも

の 

変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが

明らかなもの 

能力が低下する場合は、低下した能力が法の求める

能力以上であること。 

２－1，2 昇降機・定期報告対

象の建築設備 

― 耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料

に変更するもの 

材料、位置又は能力を変更するもの（性能が低下す

る材料の変更及び能力が減少する変更を除く） 

３－1, 

2,3,4,5 

工作物の位置、材料、

構造 

構造耐力上主要な部

分以外の部分施行規

則第３条の２第１項

第１１号に定める材

料または構造の変更 

築造位置、構造耐力上主要な部分の位置、材料等の

変更をするもので、変更後の計画が建築基準関係規

定に適合することが明らかなもの 

４－1，2 製造・貯蔵・遊戯施

設の位置、高さ、築

造面積 

― 高さの減少、築造面積が減少するもので、変更後の

計画が建築基準関係規定に適合することが明らかな

もの 

 



○別表２ 設計上及び施工管理上許容される微少な施工誤差、測量誤差その他、計画の変更に該当しない変更の

判断について 

 「一の変更」ごとに下表より判断する 

 変更項目 
明らかに軽微な変更

と判断できるもの 
左記以外で軽微な変更と判断するもの 

１ 建築物の位置 ― 設計上及び施工管理上許容される微少な施工誤差又

は測量の微少な誤差による位置の変更で、変更後の

計画が建築基準関係規定に適合することが明らかな

もの 

２ 地名地番 分合筆又は換地によ

るもので敷地の位置

形状に変更がないも

の 

― 

３ 10 ㎡以内の付属建

築物の位置、面積、

高さ 

― 設計上及び施工管理上許容される微少な施工誤差又

は測量の微少な誤差による変更で、変更後の計画が

建築基準関係規定に適合することが明らかなもの 

４ 既設建築物の位置、

面積、高さ 

― 測量の微少な誤差による位置の変更、既設建物の除

去等で、変更後の計画が建築基準関係規定に適合す

ることが明らかなもの 

５ その他（上記以外） ― 設計上及び施工管理上許容される微少な施工誤差又

は測量の微少な誤差による変更で、変更後の計画が

建築基準関係規定に適合することが明らかなもの 

注）別表１及び別表２に掲げる「測量の微少な誤差」とは、当該建築物の建築中に発見された設計図書と当

該敷地の状況との微少な誤差をいう。 



軽微な変更等フロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※計画変更協議後、他の変更事項が発生した場合はその都度計画変更協議を行うこと。 

 

工事着工 

変更事項 

計画変更協議 
計画変更に該当 

軽微な変更 
に該当 

計画変更、軽微な変更の

いずれにも該当しない 

検査済証交付 

計画変更確認申請 

計画変更確認済証 
交付 

計画変更部分 
工事着工 

工事完了検査申請 

工事完了 

工事完了検査申請 
工事完了検査申請 
※計画変更協議書副本写しを添付 

工事完了 工事完了 



別記様式第１号 

計画変更協議書 
 

 建築主事 様 

 

 下記の建築物の計画を変更したいので協議します。 

 

  年  月  日 

 

協議者氏名                

                               （ 署 名 ） 

 

記 

 

１ 確認番号        第       号 

２ 確認年月日 

３ 設計建築士  一級・二級・木造 建築士    氏 名                

                               （ 署 名 ） 

４ 監理建築士  一級・二級・木造 建築士    氏 名                

                               （ 署 名 ） 

５ 協議状況   協議回数  回目  最近の協議   年  月  日 

６ 協議概要（項目及びその概要を記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 協議結果（※特定行政庁又は指定確認検査機関 記入欄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定行政庁名等                   受付印 

 

※ 提出部数は２部（正本及び副本）とし、協議に必要な図面を添付すること。 


